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校長 佐 藤 栄 一 

早いもので本年も残すところわずかとなりました。保護者の皆様、地域の皆様におかれましては、

日ごろから本校の教育推進に対しまして、深いご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

本日をもって８５日間の２学期を終了することとなりました。この間、何事もなくと言いたいとこ 

ろですが、１１月中旬のインフルエンザによる学校閉鎖の際には、児童の半数近くが罹患するなど、

皆様には大変ご心配をおかけしたところです。お陰様で現在は、その波も収まり、一安心していると

ころです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて題名の「はい、チーズ」ですが、英語圏で写真を撮るときに使われていた「Say cheese（チー

ズと言って）」が由来となっているそうです。 「チー」と発音するときに、顔が笑顔の形になること

から使われるようになったそうです。  それで、このたびは２学期最後の子どもたちの元気いっぱい 

な笑顔をお届けしたいと思い、全校児童と教職員で終業式後に全校写真を撮ってみました。中央に位 

置するのは、最近、旭川小学校に仲間入りしたエアーディスプ 

レイの「湯木 達磨(ゆき だるま)」くんです。毎日、玄関で児 

童を出迎え、見送りをし、一言メッセージを発信しています。 

雰囲気をお伝えできれば幸いです。 

☆ 

最後になりますが，今後とも本校の教育活動の推進に対しま 

して，ご支援を賜りますようお願い申し上げ，２学期末のご挨 

拶といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

●冬季休業 12 月２６日（火）～1 月 1４日（日） ●学校閉庁日 12 月 29 日（金）～1 月 3 日（水） 
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１日（月）元旦 学校閉庁日 
２日（火）～３日（水）学校閉庁日 
９日（火）学校諸費引落日⑨  

１１日（木）小中連携委員会④ 
１２日（金）職員会議 
１５日（月）３学期始業式(3 時間) 交通安全指導 
１７日（水）チーム会議 
１８日（木）スキー授業３・４年（弁当） 
１９日（金）スキー学習５・６年（弁当） 
２２日（月）委員会 
２３日（火）放課後学習会 
２４日（水）スキー学習５・６年（弁当）  

小中合同研修 
２５日（木）スキー学習３・４年（弁当）  

薬物乱用防止教室６年  
３１日（水）スキー学習２年（弁当） 

 
12 月１４日、１５日 

1 年生は保護者 
をお客さんに手作 
りゲームで、ご招 
待しました。 

3 年と 4 年は学年レクで大いに盛り上がり、参加した皆さ
んが笑顔でいっぱいになれました。企画に関わった PTA 協力
員の皆様に感謝申し上げます。 
               高学年は３学期にレクを企 

画しています。思い出深いも 
のとなるよう、今後とも、ご 
協力をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ４階の多目的室が５・６年の「英語の教
室」にリニューアルしました。児童は英語
の時には、教室が変わるので、気持ちが学
習に向きやすくなったようです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  冬休み期間中（学校閉庁日を含む）に、 
緊急の場合は下記のメールアドレスへ 
ご連絡をお願いいたします。 
 
●旭川小学校緊急メールアドレス 
XXXX@asahikawa.els.asahikawa-hkd.ed.jp 

 

 
 小 6 と中 1 の連携授業が行われていま
す。本校の特色である「小中連携教育」の
一環です。「夏休み学びの広場」では学習
サポートとして中学生が教えに来てくれ
ています。今回は中１ギャップ解消に向
けて小学校からの質問に中学生が真剣に
答えました。 
来年は、自分た 
ちが中１となっ 
て頑張る番です。 
中学校体育館にて⇒ 

 

 
 ５年生が、総合的な学習の時間に「認知症サポーター養
成講座」を行いました。ペッパーとのやりとりや地域包括
センター長の田中さんから、やさしい地域づくりのための
お話をいただきました。 
 
 
 
 
 
 

 【教育委員会からのお知らせ】 

旭川市では，いじめ防止対策推進法及び旭川市い

じめ防止対策推進条例に基づく，いじめの防止等のた

めの対策を総合的かつ効果的に推進するため，「旭川

市いじめ防止基本方針」の改定を検討しています。 
つきましては，「旭川市いじめ防止基本方針（改定

案）」を作成しましたので，同改定案に対する保護者の
皆様の御意見，御提言をお寄せくださいますようお願
い申し上げます。 
○ 資料の配布場所 
教育委員会学校教育部主幹付（１０条通１１丁目 子ど
も総合相談センター），市政情報コーナー（総合庁舎１
階），各支所・公民館，旭川市ホームページ 
○ 旭川市ホームページの該当ページＵＲＬ及び 
二次元コード 

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/ 
XXXX/218/251/252/d078589.html 
 
 

○ 意見提出手続入力フォームのＵＲＬ 
及び二次元コード 

 
 
○ 資料の配布・意見の提出期間 

令和５年１２月８日（金）～令和６年１月１０日（水）まで 

 

 


